
平成15年８月21日、幕別町、更別村及び忠類村は、住民の皆さまに町村合併
についての判断をしていただくための材料を検討し、情報を提供する場として
「幕別町・更別村・忠類村任意合併協議会」を設置しました。
協議会では、①新しいまちづくりの将来像と方向性②一定の条件のもとに合

併しなかった場合、合併した場合についての財政を推計した「財政シミュレー
ション」③合併の方式や３町村の住民サービスを比較し、これからのまちづく
りの方向性などについて、協議を進めてきました。
このダイジェスト版は、任意合併協議会での協議の内容をまとめたものです。
これからの３町村の「まち」づくりについて、多くの住民の皆さまのご意見や
考え方を聞かせていただきたいと思います。

幕別町・更別村・忠類村任意合併協議会
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面　　積  340.46㎞ 
人　　口  24,276人 15歳未満 3,970人　15～64歳 15,785人　65歳以上 4,498人　不詳 23人 
世　　帯  8,660世帯 
農　　業  農家戸数 636戸　１戸当り平均耕地面積 23.06ha　 
　　　　  生産額 173億円　１戸当り農業粗生産額 10,492千円 
商　　業  商店数 224件　販売額 334億円 
工　　業  事業所 40件　出荷額 175億円 
都市基盤  道路舗装率 55.7％　上水道普及率 86.1％　下水道普及率 84.6％　公営住宅等 715戸 
教育関連施設  保育所13カ所 512人　幼稚園２カ所 283人　小学校 ９校 76学級 1,621人 
　　　　　　  中学校 ４校 36学級 879人　高等学校 ２校　684人 
職 員 数 239人 うち普通会計職員 218人　企業会計職員 21人 
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幕別町 

更別村 忠類村 
面　　積  176.45ｋ┃ 
人　　口  3,291人　15歳未満　597人 
　　　　　　　　　 15～64歳1,978人 
　　　　　　　　　 65歳以上　716人 
世　　帯  1,093世帯 
農　　業  農家戸数 263戸 
　　　　　１戸当り平均耕地面積 39.05ha 
　　　　　生産額 94億円 
　　　　　１戸当り農業粗生産額 13,536千円 
商　　業  商店数　43件  販売額　36億円 
工　　業  事業所　３件  出荷額　－ 
都市基盤  道路舗装率　   38.2％ 
　　　　  上水道普及率　93.2％ 
　　　　  下水道普及率　48.2％ 
　　　　  公営住宅等      314戸 
教育関連施設  保育所　－ 
　　　　　    幼稚園　２カ所 115人 
　　　　　    小学校　２校 13学級  236人 
　　　　　    中学校　１校  ５学級  124人 
　　　　　 高等学校　１校　204人 
職員数　　101人　うち普通会計職員　81人 
　　　　　　　　　　　企業会計職員　20人 
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面　　積　137.54ｋ┃ 
人　　口　1,804人　　15歳未満　 230人 
　　　　　　　　　　　15～64歳1,120人 
　　　　　　　　　　　65歳以上　454人 
世　　帯　682世帯 
農　　業　農家戸数　116戸 
　　　　　１戸当り平均耕地面積　35.77ha 
　　　　　生産額　37億円 
　　　　　１戸当り農業粗生産額　10,328千円 
商　　業　商店数　25件　販売額　18億円 
工　　業　事業所　1件　出荷額　－ 
都市基盤　道路舗装率　　47.4％ 
　　　　　上水道普及率　67.4％ 
　　　　　下水道普及率　66.6％ 
　　　　　公営住宅等　　210戸 
教育関連施設　保育所　１カ所　57人 
　　　　　幼稚園　－ 
　　　　　小学校　１校　６学級　86人 
　　　　　中学校　１校　４学級　48人 
　　　　　高等学校　－ 
職員数　　58人　うち一般会計職員　57人 
　　　　　　　　　　 企業会計職員　１人 
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幕別町、更別村及び忠類村は、十勝の中央部よりやや南に位置し、いずれも農業を

基幹産業としており、北海道・十勝の食糧基地の一端を担っています。
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幕別町 明治13年、十勝外 4 郡戸長役場が大津村に設けられ、幕別地
方はその所管となる。同15年宮城県人細谷十太夫が止若に居住
したのが和人入地の始まり。その後、富山、徳島、岡山の各県
から団体移住をする者が多くなり、同30年 6 月には大津村戸長
役場の所管を離れ、幕別外六カ村戸長役場が猿別に設けられた。
この年が幕別町の開基 1 年目。同38年の鉄道開通に伴い町の中
心が現在の幕別市街に移動した。昭和21年町制が施行され、23
年池田より新川地区を編入、勢雄、弘和の一部を更別村に分村
し、現在の行政面積になった。

更別村 明治38年、猿別川流域に山田嘉一郎が入植したのが開拓の始
まり。その後、大正 6 年に島根団体の入植を始めとして愛媛、
山形、青森の各団体の入植があって開拓が進んだ。昭和 5 年に
は国鉄広尾線が開通し、人口も急激に増加、現在の本村の基礎
が定まった。開拓当時は幕別村に属していたが、更別原野の開
発が進んで、交通、経済、行政などの利便を図るため、大正15
年 4 月に河西郡大正村（現帯広市大正町）に行政区画が変更さ
れ編入された。その後人口も増加し、行政における不利不便も
あって、昭和22年 9 月大正村より分離、村政を施行した。さら
に同23年に幕別町より勢雄、弘和（現協和）地区が編入合併さ
れ、現在に至る。

忠類村 明治27年、群馬県人岡田新三郎が丸山南麓に単身入地、開拓
が始まる。同30年 1 月十勝支庁の管轄と同時に、広尾郡を管轄
する当縁村役場が大樹市街に置かれた。同39年 4 月に 2 級町村
制施行で当縁村の廃止、大字茂寄村、歴舟村、大樹村を併合し
て茂寄村と改称、現在の広尾町に村役場を設置。大正15年に広
尾村と改称し、昭和 3 年10月広尾村から分村して大樹村が誕生。
同24年 8 月20日に大樹村から分村し、現在の忠類村となった。

※地方公共団体総覧
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地方分権への対応
個性豊かで活力に満ちた地域

社会を目ざすため、住民の多様
なニーズ、地域の特性や時代の
変化に対応したまちづくりを進
めていくことが求められていま
す。職員の政策立案能力の向上
や専門的人材の育成を図るな
ど、分権時代に対応した組織体
制を整えていくことが必要です。

少子高齢化への対応
高齢化の進行、出生率の低下により少子高齢化が急速

に進んでいます。サービスの提供体制、専門的な人材の
確保、介護等に係る人的資源の確保など、少子高齢化に
対応したまちづくりが必要です。

合併の必要性

日常生活圏の拡大への対応
交通網の整備や情報通信網の
発達、生活様式の多様化などか
ら、日常生活の範囲はますます
広がっています。それに伴い、
行政課題も多様化、広域化の傾
向を一層強めており、より一層
広域的な視点に立った施策展開
を進めていくことが必要です。

豊かで魅力あるまちづくり
3 町村の基幹産業である農業は、

これまでに培った技術や資源の共有
化、地域ブランドの確立等により、
北海道を代表する食糧基地としての
位置付けがさらに強固なものになり
ます。また、他の産業との連携によ
る産業の振興や都市と農村の共生・
交流など、多面的な連携・強化を進
める必要があります。

行財政基盤の強化
平成15年度末の国と地方を合わせ

た借金は、686兆円程度が見込まれ
ており、極めて厳しい財政状況にあ
ります。地方交付税の削減がさらに
進むと、これまでのような行財政運
営は困難となることから、限られた
財源の中でより効率的な行財政運営
を行うことが必要です。
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幕別町、更別村及び忠類村が合併することの意義について、その必要性、効果、懸

念される点など、それぞれ違った角度から考えてみましょう。

期待される合併の効果

行政能力の強化と行政サービスの向上
高度な組織・体制づくりにより、政策立案能力の向上、柔軟

で横断的な総合行政の展開や、新規事業の立案などが可能にな
ります。
専門的職員の配置やサービス提供を直接担当する部門を手厚

くすることで、きめ細かいサービス提供が可能になります。
福祉施設等の選択肢の拡大、図書館や文化・スポーツ施設等
の町村の枠を越えた利用など、利便性の向上が期待できます。

広域的視点に立った一体的・効果的なまちづくりの推進
各産業分野における規模拡大、一体的な企業立地の促進、観光資源の

ネットワーク化、新産業創出への一体的支援など、総合的な産業振興施
策の推進が可能になります。
道路、情報通信網などの一体的・効果的整備、文化・スポーツ施設等

の公共施設の効率的活用など、均衡のとれたまちづくりの推進が期待で
きます。
これまで各町村単位で活動してきた各種住民団体やNPO法人などの

連携・多様化が進むことで、内容の充実や新たな活動展開など、住民参
画、協働のまちづくりの促進が可能になります。
新たに誕生する新町の情報を積極的に発信することで、知名度が向上

し、イメージアップが図られ、地域間競争力の強化、若者の定住や商業
の活性化などが期待できます。

財政基盤の強化
新町の財政規模の拡大に伴う財政基盤の強化や、

行政組織の再編整備、広域的な視点からの重点投
資など、従来よりも効率的な財政運営が期待でき
ます。
合併により、町村長などの特別職や議員、各種

委員の数が減るとともに、職員においても管理部
門の集約化が図られることから、経費の大幅な節
減が期待できます。
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合併に際して懸念される事項

住民サービスが低下したり、費用
負担が増大するのでは？
すべての住民サービスを、単純に「サービスは高く、
負担は低く」すると、行政の負担が増大し、行政運営
に支障をきたす恐れもあることから、地域住民と十分
協議し、住民に不公平感を与えないこと、新町として
の健全な行財政運営、受益と負担との適正化などを総
合的に勘案し、合併後の住民サービスのあり方を新た
に定める必要があります。

行政区域の拡大と議員数の減少により、地域
住民の意見が反映されにくくなるのでは？
地域住民の意見を十分踏まえながら、新町建設計画

を策定していくとともに、地域住民の意見をまちづく
りに反映させるための「地域審議会」の設置など、地
域住民の意見を十分に反映させる様々な仕組みづくり
を進める必要があります。

一部地域だけが発展し、その他の地
域がさびれてしまうのでは？
3 町村で十分協議し、合併後の全町的な均衡ある発

展に向けた基盤整備や施設整備、主要施策の方向性に
ついて検討・調整し、新町建設計画に反映していくこ
とや「地域審議会」の設置をはじめとする、地域住民の
意見を反映する仕組みづくりを進める必要があります。

※地域審議会　合併後も、合併前の旧町村の区域を単位と
して設置し、当該区域の地域振興などに関
し意見を述べることができる組織
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役場が遠くなり、不便になるのでは？
新町役場（本庁）以外の町村役場は、合併後に支所

となりますが、幅広い業務を行う総合支所とすること
で、これまでの機能がほとんど残り、現在の町村役場
（総合支所）で大半の住民サービスが可能となります。

各地域への愛着や歴史が失われたり、地域
のコミュニティが衰退するのでは？
地域への愛着心や地域の歴史・文化などは、その地

域の人々が育んでいくことによって、将来にわたって
維持されることから、地域・コミュニティの自立的な
活動を支援・促進する仕組みや、各地域の歴史・文化、
伝統等を保存・継承する施策について、検討・調整す
る必要があります。

行財政の効率化により行政サー
ビスの低下につながるのでは？

行財政の効率化は、職員の意識改革と資質の向上、
事務の効率化、行政サービスの適正化などを踏まえた
総合的な視点で、計画的・段階的な改革によって進め
ていきます。また、行政サービスの低下につながらな
いよう、本庁と総合支所等との適正な役割・機能分担、
情報ネットワークの強化を進めていきます。
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北海道に誇れる特色ある足腰の強い農林業のまち

・食糧基地としての役割を担い、北海道に誇れる特色ある農業地帯を構築する
・生産物の流通システムの合理化や経営ノウハウの共有を図り、先進的な農業経営を目ざす
・畑作・畜産・特産農作物など、それぞれの地域の特色を生かした農業振興を目ざす
・様々な役割を担う森林の役割を再認識した林業の活性化を図る

保健･医療･福祉が充実した健康と安らぎに満ちたまち

・高齢者・心身障害者・母子父子家庭などに配慮した人にやさしいまちづくりを目ざす
・地域医療・予防医療に力点をおき、健康で生き生きとした住民生活を目ざす
・民間活力を最大限に活用した保健･医療･福祉施策を展開するとともに、在宅福祉の充実を図る
・ボランティアやＮＰＯ法人などの育成を図る

生涯学習･生涯教育が充実した子供たちが夢を描けるまち

・生涯学習・生涯教育を充実させ、自ら学ぶことができる環境づくりを進める
・誰もが健康で心豊かな生活を送ることができるよう、スポーツや芸術文化の振興を図る
・高齢者が生きがいを持って暮らせる環境づくりを目ざす
・次世代を担う子供たちが夢を描けるような教育環境づくりと、人材の育成に努める

特色ある商工業の発展と観光ゾーンが機能的に結びついた魅力あるまち

・大型商業施設と小規模な商店街の共生を図るとともに、町内流通の活性化を図る
・基幹産業である農業との協調により、特色ある商店街の形成を図る
・それぞれの地域の観光ゾーンを機能的に結びつけ、十勝を代表する観光拠点を目ざす
・企業の育成と新たな企業立地がしやすい環境整備を図り、働く場を拡充する

住みやすい生活環境を整えた自然にやさしいまち

・自然保護に力を注ぎ、自然を生かしたまちを形成する
・リサイクルを促進し、自然にやさしいまちを形成する
・公園緑地を整備し、花と緑あふれる美しいまちを形成する
・上下水道・ゴミ・し尿処理などの生活環境を整備し、快適なまちを形成する
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３町村の特色あるまちづくりと、3町村が合併したとき新たに展開が期待される施

策を融合させ、可能な限り想定される「新町の将来像と方向性」を描きました。

地域格差の解消ときめ細かな行政サービスを展開するまち

・高度情報化通信社会への対応として公共施設のＩＴ化を進め、きめ細かな行政サービスを展開する
・地域における行政手続などに不便を来たさないような体制づくりをする
・専門職員の充実で、時代に即応した様々な住民ニーズに対応する
・地方分権への対応と、他町村にない特色ある行政サービスを展開する

災害のない安心して暮らせるまち

・消防・防災体制の強化と機能的・効率的な運営に努める
・救急体制の整備を図り、安心して暮らせるまちを形成する
・災害時の迅速な対応と、救助活動等の体制づくりを強化する
・火災やその他の災害における予防対策を充実し、災害のないまちを形成する

都市と農村が共生する住民との協働のまち

・地域の特色あるまちづくりやイベントなどを生かし、元気で活気あるまちを形成する
・都市と農村が共生し、人と人がふれあうまちを形成する
・住民同士の絆を深め、ともに助け合い、ともに幸せを分かち合うまちを形成する
・住民と情報を共有し、住民参加による住民との協働のまちづくりを推進する

住宅関連事業と定住促進による発展性のあるまち

・住宅関連事業に力を注ぎ、住民の生活水準の維持向上を図る
・定住促進事業を展開し、流出人口の歯止めと人口の流入を促進する
・人口の増加につながる地域振興策をうちだし、発展性のあるまちを形成する
・情報ネットワークやインターネットを活用し、まちの情報発信に努める

健全な財政運営に努めるまち

・恒久的な行政サービスを一定水準維持するため、財政計画に沿った事業を展開する
・行政改革・行政評価などを徹底し、効率的で健全な行財政運営を図る
・健全財政を進める一方で、住民の生活水準の維持に努める
・住民の理解のもと「住民負担の公平化」と「受益と負担の原則」による行政サービスを展開する
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幕別町、更別村及び忠類村がそれぞれ単独で運営した場合の財政シミュレーション

と合併した場合の財政シミュレーションです。多額の経費が削減される推計となりま

した。

合併しなかった場合（3町村合計）

３町村がそれぞれ単独で財政運営した場合の個々のシミュレーションの合算によると、平成
22年度の15億円不足を最高に平成16年度以降歳入不足となります。基金残高は平成23年度に
赤字になり、平成32年度には累積赤字が80億円になることが推計されます。

収支及び基金残高

シミュレーションの前提
各町村の平成14年度決算額を基本に推計していますが、歳入、歳出につ

いては、次のとおり各項目を設定しました。

歳　入

・　地方交付税は、平成14年度、平成15年度実
績を参考に、引き続き段階的に削減するもの
として推計
人口増減に伴う影響額を勘案し推計

・　地方債のうち臨時財政対策債は、平成16年
度から平成21年度まで段階的に縮小し発行

歳　出

・　人件費は、平成15年 4 月職員数を基本とし、
60歳定年として予定される退職者数に、一定
の補充率で採用者数を積算
定期昇給影響額は2.5％

・　投資的経費は、各町村で計画している事業
の合算値
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合併した場合（新町）

平成20年度から平成24年度までは、３町村の財政悪化が著しい時期と重なっており、合併
効果が完全に表れてきていないため、収支が赤字になる厳しい財政運営が予測されますが、平
成25年度以降は人件費の削減などの合併効果により収支が改善され、基金残高は合併時の水
準にほぼ回復する見通しとなりました。

収支及び基金残高

シミュレーションの前提
３町村が合併しなかった場合のシミュレーションを基に、人件費の削減

や合併支援策等を考慮して推計していますが、歳入、歳出については、次
のとおり各項目を設定しました。

歳　入

・　地方交付税は、平成17年度以降合併による
算定替が行われるものとして推計
特例債など償還費に交付税措置のあるもの

は算入率に基づき算入
・　15ページに示す「国・道からの財政支援」
を活用するものとして推計

歳　出

・　人件費は、１カ所に本庁舎を置き、他の２
カ所に総合支所を置くとして必要職員数を算
出（類似団体修正値を参考）
・　物件費・補助費等は、合併することにより
削減ができる経費を試算し算出
・　投資的経費は、すでに債務負担行為等で支
出が確定している費用に加え、最低限必要な
事業を計上

・財政推計(シミュレーション)に当たっては、現時点での
制度を基に将来予測を行っています。
・収入や支出など個別項目をまとめて推計したり、一定の
増減率を使って額を推計する手法をとっています。
・今後の税財源の移譲や、現時点で内容が不明な制度の改
正などについては、考慮していません。
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合併しなかった場合（町村別）

幕　別　町

普通会計

預　金
（基金）

借　金
（地方債）

平成14年度歳入決算額

町民１人当たりの歳入額

平成14年度歳出決算額

町民１人当たりの歳出額

基金残高

町民１人当たりの基金残高

地方債残高

町民１人当たりの地方債残高

135億2144万円

53万円

133億2319万円

52万円

32億9043万円

13万円

212億7261万円

84万円

※基金残高には、財政調整、減債、土地開発、備荒資金（超過）
及び特定目的基金を含む

収支及び基金残高

更　別　村

普通会計

預　金
（基金）

借　金
（地方債）

平成14年度歳入決算額

村民１人当たりの歳入額

平成14年度歳出決算額

村民１人当たりの歳出額

基金残高

村民１人当たりの基金残高

地方債残高

村民１人当たりの地方債残高

47億2121万円

138万円

45億8571万円

134万円

35億6254万円

104万円

58億9994万円

172万円

※基金残高には、財政調整、減債、土地開発、備荒資金（超過）
及び特定目的基金を含む

収支及び基金残高

忠　類　村

普通会計

預　金
（基金）

借　金
（地方債）

平成14年度歳入決算額

村民１人当たりの歳入額

平成14年度歳出決算額

村民１人当たりの歳出額

基金残高

村民１人当たりの基金残高

地方債残高

村民１人当たりの地方債残高

29億1940万円

158万円

29億1326万円

158万円

18億1242万円

98万円

35億1077万円

190万円

※基金残高には、財政調整、減債、土地開発、備荒資金（超過）
及び特定目的基金を含む

収支及び基金残高
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人件費の削減効果

①　一般職員

普通会計に属する一般職員数
は、類似団体修正値から算出さ
れる数字を基本に、総合支所に
配置する職員の必要数との合計
値279人を合併後の目標職員数に
設定しました。
退職者数に対し、新規採用者

数を抑制することにより順次職
員数を削減するものとし、合併
後11年を経過した平成27年度に
目標職員数279人に達することに
しました。平成15年 4 月の職員
数に比べ77人の削減になります。

②　特別職

3 町村の特別職（三役及び教
育長）の合計人数は現在11人で
すが、合併後の人数を 4 人へ減
員したとして、現在の各職の報
酬額の最高額を基に計算しまし
た。

③　議会議員

町村議会の議員数については
3 町村合計で44人ですが、特例
措置により現議員の任期が 2 年
間延長し、平成17年度と平成18
年度の 2 カ年を44人とし、平成
19年度から法定数の26人に減員
すると仮定し、現在の報酬額の
最高額を基に計算しました。
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物件費・補助費等の臨時的経費、削減される経費

※（　　）は一般財源 

合併に伴う臨時的経費(平成15年度から17年度の 3 カ年累計)

合併に伴う削減される経費(平成17年度単年見込み)

平成17年度以降も引き続き物件費、補助費等は削減されます。

推計に用いた将来人口

シミュレーションの前提となる人口推計は、北海道が作成した財政シミュレーショ
ンに基づきました。

（上段：推計人口　　下段：増減人口） 

※（財）統計情報研究開発センター「市町村別将来推計人口」（平成14年１月発行） 
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町村は、合併することによって諸経費の節約が可能になるなど、より効率的な行財

政の運営が可能になりますが、その一方で、合併直後は新しいまちづくりなどのため

に多額の経費を要することとなります。そこで、合併直後の町村におけるまちづくり

を支援するとともに、その行財政基盤の強化を図るために、国や道から次のような特

例的な財政措置が講じられることとなっています。

1 合併市町村補助金（国）
→ 2 億 7 , 0 0 0 万円（3年間の合計上限額）
平成17年 3 月31日までに合併した町村を対象に「市町村建設計画」に基づいて行う事業
で、地域内の交流、連携、一体性の強化のために必要となる事業について、人口規模によ
り算出される合併町村ごとの額の合計額を上限として 3 年間を限度として補助が行われま
す。

2 合併支援補助（道）
→　補助率1/2
上限額　ハード系 2 億円/事業

ソフト系 2 , 0 0 0 万円/事業
下限額　ハード系 1 , 5 0 0 万円/事業

（合併特例債を利用する事業は1 , 0 0 0 万円/事業）
ソフト系 5 0 0 万円/事業

平成17年 3 月31日までに合併した町村を対象に「市町村建設計画」に基づいて行う事業
で、地域内の交流、連携、一体性の強化のために必要となる事業に補助が行われます。

3 普通交付税
①　合併直後の臨時的経費に対する普通交付税措置（合併補正）
→ 3億1 , 0 0 0万円（5年間の合計額）

合併直後に必要となる、行政の一体化（コンピュータ・システムの統一、ネットワーク
の整備等）や住民サービスの水準等の調整等に要する経費について、通常の普通交付税に
上乗せが行われ、合併後 5 年間で均等に措置されます。

②　普通交付税の算定の特例措置（合併算定替）
合併後10年間は、合併がなかったとして旧町村ごとに算定した額の合算額（以下「合算

額」という。）を下回らないよう保障されており、さらにその後 5 年間は、合算額との差
額を段階的に縮減する激変緩和措置が講じられています。

普通交付税の激変緩和措置（率）

10年間 ５年間 

90％ 70％ 
50％ 30％ 10％ 

▲ 
平成32年度以降 

▲ 
平成26年度 

　　▲ 
平成17年度（合併） 

▲ 
平成12年度 
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4 特別交付税
①　合併に対する特別交付税措置
→ 4億2 , 0 0 0万円（3年間の合計上限額）

合併年度またはその翌年度から 3 年間にわたり、ア)合併を機に行うコミュニティ施設
整備、総合交通計画の策定など新たなまちづくり、イ）公共料金格差是正、ウ）公債費負
担格差是正、エ）土地開発公社の経営健全化等の合併後の需要について、特別交付税によ
り包括的に措置されます。

②　合併移行経費に対する特別交付税措置
→　総務大臣が調査した額の5割

合併関係町村がすみやかな一体性の確立を図るため、合併関係町村の合併の議決のあっ
た日から合併の期日までに要する電算システム統一等の経費について、特別交付税措置が
講じられます。

5 地方債
①　合併推進債
→　対象事業費の概ね9割

道から合併重点支援地域の指定を受けた場合、合併推進に資するための公共施設整備の
単独事業に要する経費については、原則事業開始年度以降 3カ年度以内に限り、合併推進
債を起こすことができ、充当率は対象事業費の概ね90％で、元利償還金の50％が普通交付
税で措置されます。

②　合併特例債
→ 1 0 9億 7 , 0 0 0万円（上限額）

「市町村建設計画」に基づいて行う一定の公共施設の整備事業に要する経費や地域住民
の連帯強化等のための基金積立に要する経費については、合併特例債を起こすことができ、
充当率は対象事業費の95％で、元利償還金の70％が普通交付税で措置されます。
(1) 建設事業についての起債可能額　９４．１億円（うち70％普通交付税算入）

(2) 基金造成についての起債可能額　１５．６億円（うち70％普通交付税算入）
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合併をするとしたときに協議すべき必要な事項があります。任意合併協議会では、

その主な事項についての方向性を協議し、調整方針を決めました。

合併の方式
3 町村が対等の立場で、それぞれの持っている

地域特性を生かし、相互に機能の連携・補完を果
たすことにより、新町の均衡ある発展を目ざすた
め、新設（対等）合併を基本とします。
※新設合併　現在ある３町村をなくして、その行政区域内で

新しい町を設けることをいいます。
※編入合併　３町村のうちの２町村をなくし、その行政区域

を残った１町村に編入することをいいます。

合併の期日
合併特例法に基づく財政支援等の特例を

まちづくりに生かしていくため、法の適用
期限である平成17年 3 月末の合併を目ざし
ます。ただし、今後、法改正等による適用
期限の延長がある場合には、その期限内で
の合併を目ざします。

新町の名称
法定合併協議会移行後、一般公募により、
意見を募り、新町にふさわしい名称を決定
します。

新町の事務所、支所、出張所の位置
幕別町役場の現庁舎を本庁舎とし、更別村役場及び忠類村役

場の現庁舎は、現行組織から管理機能を除く幅広い住民サービス
を提供する総合支所的な組織とすることとして、法定合併協議会
で検討します。
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財　産
3 町村の財産、債務は、すべて

新町に引き継ぐものとします。

地域審議会の設置
合併特例法に基づく地域審議会を必要に
応じて旧町村を単位として設置します。

※公有財産の例　土地、建物、工作物、
立木、著作権、出資に
よる権利など

※地域審議会は、合併による行政区域の拡大によって
住民の声が行政に反映されにくくなるのではないか
との心配を解消するために、旧市町村区域に設ける
ことができます。市町村建設計画や予算編成、各種
計画に対し、意見を述べることができます。

公共的団体
団体の意向を踏まえ、統合

するよう調整に努めます。
※公共的団体とは、商工会、農業協
同組合、社会福祉協議会などのほ
か、文化協会、ボランティア団体
など、公共的な活動をする団体を
いいます。

議会議員の定数、任期及び報酬
定数、任期については、合併特例法による特例を含め、次の
3 通りの選択肢があります。
①　「特例」を適用しないで、新町設置時に法定数内（26名）
で設置選挙を行う。
②　新町設置時に、「定数特例（法第91条の規定による定数の
2 倍以内）」により52名以内の定数で設置選挙を実施、 4 年
後に法定数の26名以内による一般選挙を行う。
③　新町設置時に、「在任特例（選挙なし）」による合併前の町
村議員全員が合併後 2 年以内に法定数による一般選挙を行
う｡
また、報酬については、 3 町村の報酬額及び同規模自治体の
報酬額を基本に調整するものとして、それぞれ法定合併協議会
で検討を進めます。
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一般職の職員の身分
①　 3 町村の職員は、すべて新町の職員として引き継ぐものとします。
②　新町の職員数については、当面は現行の 3 町村の条例定数をもって、
新町の条例定数とします。ただし、新町においてすみやかに定員適正
化計画を定め、定員管理の適正化に努めます。
③　職制、給与については、人事管理及び職員処遇の適正化の観点から、
調整し統一を図ります。
なお、現職員については、合併後すみやかに給与の格差是正を図る

ことが必要と考えられます。

特別職の身分
①　町長は新町の発足後50日以内に
選挙を行い、助役・収入役につい
ては新町長が議会の同意を得て選
任し、教育長は、新町長が議会の
同意を得て教育委員として任命し
たのち、新町の教育委員会が任命
します。
②　給与については、同規模自治体
の給与額を参考にして、法定合併
協議で検討します。

補助金等
補助金等については、従来からの経緯、
実情等に配慮し、公共的必要性、有効性、
公平性の観点から、そのあり方について、
法定合併協議会で検討します。

一部事務組合等
消防やごみ処理など、各種事業等にかかる一

部事務組合等は、合併の前日をもって脱退をす
ることになりますので、事務の共同処理及び機
関の共同設置のあり方について、法定合併協議
会で検討します。
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３町村の住民サービスの水準は一律ではありません。任意合併協議会では、住民サー

ビスと住民負担の主な事項について、合併するとした場合に「公平性の確保」「健全な財

政運営」「受益と負担の適正化」の３原則を基に方向性を協議し、調整方針を決めました。

市町村民税等
市町村民税、固定資産税などの税目及び税率は 3 町村とも同じであり、現行のとおり継続
します。ただし、入湯税については、税率・免除規定に差があるため、法定合併協議会で調
整の必要があります。

国民健康保険税
国民健康保険税については、 3 町村の地域事情により算定基礎に差があるため、合併後に
医療費の動向を勘案しながら、統一することとしますが、税額の差が大きいことから合併特
例法で認められている 5 年以内を不均一課税とし、段階的に差を縮小する方向で法定合併協
議会で検討します。

本文  03.9.29  10:15 AM  ページ20



21

介護保険料
第1 号被保険者保険料については、合併年度及び平成17年度は現行のとおりとし、平成18

年度から新町の介護保険事業計画により算定した保険料率に統一します。

18,10018,10018,100
21,30021,30021,300

17,60017,60017,600

27,20027,20027,200
31,90031,90031,900

26,40026,40026,400

36,30036,30036,300

42,60042,60042,600

35,20035,20035,200

45,40045,40045,400

53,20053,20053,200

44,00044,00044,000

54,50054,50054,500

63,90063,90063,900

52,80052,80052,800

幕別町 更別村 忠類村 

（円） 

第1段階 第2段階 第3段階 第4段階 第5段階 

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第5段階

老人・母子・乳幼児医療
①　老人医療は、 3 町村とも差がないため、合併後も現行どおり継続します。
②　母子医療は、初診時一部負担金の上乗せ助成に差があり、合併時に統一する方向で法定
合併協議会で検討します。
③　乳幼児医療は、助成率等に差があり、合併時に統一する方向で法定合併協議会で検討し
ます。

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
（住民税非課税）

世帯全員が住民税非課税

世帯課税で本人が住民税
非課税

本人が住民税課税で合計
所得金額が200万円未満

本人が住民税課税で合計
所得金額が200万円以上

保険料区分の説明
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各種証明手数料
証明手数料については、差があ

るため、合併時に統一する方向で
法定合併協議会で検討します。

各種健康診断・福祉サービスと自己負担
サービス内容・利用対象者及び負担に差があり、合併時に統一する方向で法定合併協議会
で検討します。

本文  03.9.29  10:15 AM  ページ22



23

保育所と幼稚園
①　保育所については、合併時に施設区分ごとに保育料を統一する方向で法定合併協議会で
検討します。
②　幼稚園については、合併時に授業料（保育料）を統一する方向で法定合併協議会で検討
します。

※3町村の認可保育所等における3階層別での月額保育料　なお、更別村、忠類村については現在認可保育所がない 
　ため、他町村保育所利用の料金 

本文  03.9.29  10:15 AM  ページ23



24

給食費
3 町村とも独自に給食センターを

設置し、小中学生を対象に給食を行
っていますが、負担額に大きな差が
ないため、合併時に統一する方向で
法定合併協議会で検討します。

ごみ収集と収集料金
①　収集回数については、収集の実態を考慮し、合併時に統一する方向で法定合併協議会で
検討します｡
②　収集料金については、有料化がごみの減量に効果を上げている事例もみられ、費用負担
と減量化への住民の理解と協力を求め、合併後すみやかに統一する方向で法定合併協議会
で検討します。
③　収集体制・処理施設については、一部事務組合の構成も含め、法定合併協議会で検討し
ます。
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除雪体制
除雪体制は、合併時に統一
する方向で法定合併協議会で
検討します。

6,940円 6,800円 

5,790円 
2,446円 

4,494円 

2,800円 

4,000円 

2,980円 

2,810円 

6,940円 6,940円 6,800円 6,800円 

5,790円 5,790円 
2,446円 2,446円 

4,494円 4,494円 

2,800円 2,800円 

4,000円 4,000円 

2,980円 2,980円 

2,810円 2,810円 

幕別町 更別村 忠類村 

水道料金 下水道料金 

※3町村とも家事用で算出 

上・下水道料金
上・下水道料金については、合併後 5 年以内で段階的に統一する方向で法定合併協議会
で検討します。
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任意合併協議会での協議

法定合併協議会の設置

合 併 協 定 書 の 調 印

３町村議会での合併の議決

知 事 へ の 合 併 申 請

道議会の議決と知事の決定

総 務 大 臣 の 告 示

新 町 の 誕 生

約
２
カ
月

約
11
カ
月

約
６
カ
月

基本的事項、まちづくりの方向性
・３町村合併の意義
・行政サービスと住民負担の比較検討
・住民の意向把握

法律に基づき議会の議決を経て設置し、市町
村建設計画や協定項目を協議。
協定項目
・合併の方式　　・合併の期日
・新町の名称　　・新町の事務所の位置
・議員の定数及び任期の取扱い
・特別職の身分の取扱い
・地方税の取扱いなど

合併申請及び特例
事項を議会で議決。
その後、知事に合
併を申請。知事は
道議会の議決を経
て合併を決定し、
総務大臣へ届出を
行う。総務大臣が
告示を行い、合併
の効力が生じる。

合併の準備
・事務調整票作成
・条例、規則等の整備
・電算システム統合
・庁舎等の改修
・各課の事務引継ぎ
・その他、必要な準備、
調整等

〒089-0603 北海道中川郡幕別町本町129番地の２　TEL 0155-55-3222 FAX 0155-54-5222
ホームページ　http://www.north.hokkai.net/msc-gappeikyogikai/
Eメール　msc-gappeikyogikai@north.hokkai.net

幕別町･更別村･忠類村任意合併協議会

平成15年10月発行
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